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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スライド可能な係止部が形成された筐体と、
　前記筐体の一面に開口して形成されたバッテリ収納部と、
　前記バッテリ収納部の開口した部分を覆い、前記係止部のスライドによって前記係止部
と係合状態又は非係合状態となる被係止部が形成されたバッテリカバーと、を有し、
　前記係止部は、
　　前記筐体に対してスライド可能で、かつ、前記被係止部と係合可能な摺動部と、
　　前記摺動部をスライド可能に保持する保持部と、を含み、
　前記保持部は、前記摺動部との係合により前記摺動部のスライドを制限し、外力によっ
て前記摺動部との係合が解除されてスライドを許容する
　携帯電子機器。
【請求項２】
　前記係止部の前記突起部は、外部側の表面に内部側に窪んだ凹部が形成されている
　請求項１に記載の携帯電子機器。
【請求項３】
　アラームスイッチと、
　警報用スピーカと、
　前記バッテリカバーの除去の有無を検出するバッテリカバー開検出部と、
　前記係止部位置検出部と、
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　前記アラームスイッチがオンされた場合に、前記警報用スピーカに一定の警告音を出力
させる制御部と、を有し、
　前記制御部は、前記アラームスイッチがオンされた場合に、前記係止部位置検出部によ
って検出される前記係止部の前記摺動部の位置が前記被係止部と係合状態で、かつ、前記
バッテリカバー開検出部によって検出される前記バッテリカバーの除去状態、を検出した
ときに、前記警報用スピーカに通常の警告音よりも大音量による警告音を発生させる
　請求項１又は２に記載の携帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯電話機、ＰＤＡ、携帯型ゲーム機、携帯用テレビ、携帯用ラジオ等のバッ
テリカバーを有する携帯電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、電子機器のバッテリカバーを簡単な構成でロックし、構造を知らない
第三者には容易に取り外せないようにして、バッテリを取り外して携帯電子機器の機能を
停止させようとする不当な行為を防止する携帯電子機器が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０―６１６１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法においては、バッテリカバーを取り外させない
構造としてバイザークリップを設けているが、このような方法では第三者がバイザークリ
ップを取り外すことを容易に想到してしまい、それによって、バッテリカバーが取り外さ
れてしまうおそれがある。
　また、第三者がバッテリカバーを容易に取り外しできない構造を設ける場合には、構造
が複雑化してしまい、小型化が要求される携帯電子機器においては大型化してしまうとい
う不利益もある。
【０００５】
　本発明の目的は、スペースを有効に活用して小型化しつつ、バッテリカバーを容易に取
り外すことができない携帯電子機器を提供することにある。
　なお、バッテリカバーはバッテリ蓋の意味として用いている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の携帯電子機器は、スライド可能な係止部が形成された筐体と、前記筐体の一面
に開口して形成されたバッテリ収納部と、前記バッテリ収納部の開口した部分を覆い、前
記係止部のスライドによって前記係止部と係合状態又は非係合状態となる被係止部が形成
されたバッテリカバーと、を有し、前記係止部は、前記筐体に対してスライド可能で、か
つ、前記被係止部と係合可能な摺動部と、前記摺動部をスライド可能に保持する保持部と
、を含み、前記保持部は、前記摺動部との係合により前記摺動部のスライドを制限し、外
力によって前記摺動部との係合が解除されてスライドを許容する。
【０００７】
　好適には、前記係止部の突起部は、外部側の表面に内部側に窪んだ凹部が形成されてい
る。
【０００８】
　好適には、アラームスイッチと、警報用スピーカと、前記バッテリカバーの除去の有無
を検出するバッテリカバー開検出部と、前記係止部位置検出部と、前記アラームスイッチ
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がオンされた場合に、前記スピーカに一定の警告音を出力させる制御部と、を有し、前記
制御部は、前記アラームスイッチがオンされた場合に、前記係止部位置検出部によって検
出される前記係止部の前記摺動部の位置が前記被係止部と係合状態で、かつ、前記バッテ
リカバー開検出部によって検出される前記バッテリカバーの除去状態、を検出したときに
、前記警報用スピーカに通常の警告音よりも大音量による警告音を発生させる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると、スペースを有効に活用して小型化しつつ、バッテリカバーを容易に取
り外すことができない携帯電子機器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る携帯電話機の外観を示す斜視図である。
【図２】筐体の裏面方向から見た外観の斜視図である。
【図３】バッテリカバーの被係止部と係止部との係合状況の説明図である。
【図４】バッテリカバーと筐体との係合の説明図である。
【図５】係止部駆動用具の使用方法の説明図である。
【図６】係止部の各構成部品の説明図である。
【図７】係止部と被係止部の結合の状況の説明図である。
【図８】図５のＶＩＩＩ―ＶＩＩＩにおける断面図である。
【図９】図５のＩＸ－ＩＸにおける断面図である。
【図１０】第１の変形例の説明図である。
【図１１】第２の変形例の構成図である。
【図１２】第２の変形例の信号処理系を示すブロック図である。
【図１３】第２の変形例のフローチャートである。
【図１４】第４の変形例における、図５のＶＩＩＩ―ＶＩＩＩの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態に係る携帯電話機１の外観を示す斜視図である。
【００１２】
　携帯電話機１は、非折り畳み式の携帯電話機１として構成されている。
　携帯電話機１は入力部１０及び表示部８が形成されているフロントケース４と、反対側
部分を構成するリアケース６とを有している。また、フロントケース４とリアケース６と
の間には、インナーケース５が配置されている。
　インナーケース５の表面側には、フロントケースが配置されており、インナーケース５
の裏面側にはリアケース６が配置されている。
　以下、フロントケース４、リアケース６及びインナーケース５をあわせて筐体２という
。
【００１３】
　フロントケース４及びリアケース６はネジ等によりインナーケース５に固定されている
。
　また、インナーケース５内に形成された空間に種々の電子部材を収容する収容空間が構
成される。
　フロントケース４、リアケース６及びインナーケース５は、例えば、樹脂により形成さ
れている。
【００１４】
　入力部１０には、複数の入力キーが配置されており、ユーザはこの入力キーを押圧する
ことによって携帯電話機１に命令・入力を行う。
　なお、入力部１０は図１ではフロントケース４の表面にのみ配置されているが、筐体２
の右側面、左側面、上側面及び下側面に配置されているサイドキーも含まれる。
【００１５】
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　表示部８は、携帯電話機１の状態、ユーザの操作内容、発信先電話番号、電子メールの
内容の表示、ゲーム画面等の様々な情報を表示するためのものである。
　また、表示部８はＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、ＯＬＥＤ（Organic light-emitting d
iode：有機ＥＬ）等によって構成されている。
【００１６】
　携帯電話機１の表示部８の上側面方向の位置には、スピーカ１２が配置されている。
　このスピーカ１２は、携帯電話機１が通話に用いられている場合には通話の相手方の音
声を出力する。
【００１７】
　また、携帯電話機１の表示部８の上側面方向の位置には、マイクロフォン１４が配置さ
れている。
　このマイクロフォン１４は、携帯電話機１が通話に用いられている場合には通話してい
るユーザの音声の入力を受ける。
【００１８】
　警報用ひも部１６は、携帯電話機１の上側面に配置されているアラームスイッチ３０（
図２参照のこと）と紐等で連結されている。
　この警報用ひも部１６を引くことによって、アラームスイッチ３０が引き出される。そ
してアラームスイッチ３０が引き出されたことによって、警報用スピーカ１８（図２参照
のこと）から大音量の音が出力される。
　これによって、ユーザの保護等が行われる。
【００１９】
　なお、方向を示すときは、リアケース６からフロントケース４に向かう方向を表面方向
（図１においては、紙面手前の方向）といい、フロントケース４からリアケース６に向か
う方向を裏面方向（図１においては、紙面奥手の方向）という。
【００２０】
　また、入力部１０から表示部８に向かう方向の位置にある側面を上側面とし、表示部８
から入力部１０に向かう方向の位置にある側面を下側面とする。
　そして、上側面に向かう方向を上側面方向（図1においては紙面右の方向）といい、下
側面に向かう方向を下側面方向（図１においては紙面左の方向）という。
【００２１】
　さらに、表示部８を上にして入力部１０を下として、携帯電話機１を見たときに、右側
に来る側面を右側面とし、左側に来る側面を左側面という。
　そして、右側面側に向かう方向を右側面方向（図１においては、紙面下の方向）といい
、左側面側に向かう方向を左側面方向（図１においては、紙面上の方向）という。
【００２２】
　図２は、筐体２の裏面方向から見た外観の斜視図である。
　なお、図２は、図１の携帯電話機１を上側面と下側面を逆にして１８０度回転させてい
る。
【００２３】
　インナーケース５とリアケース６によって構成される筐体２の裏面には、バッテリカバ
ー２０（バッテリ蓋）が着脱自在に装着される。
　つまり、リアケース６の中央部分及び上側面側の部分を覆うようなバッテリカバー２０
が装着される。
　また、リアケース６の下側面側の部分には警報用スピーカ１８が設けられている。
　警報用スピーカ１８は、音を外部に出力するために図２のように複数のスピーカ用穴部
１８ａを有する（図６も参照されたい）。
　また、警報用スピーカ１８は、防水膜を張ること等によって防水構造を有する。
【００２４】
　バッテリカバー２０が装着される位置の内部には、バッテリ収納部３２が設けられてい
る。
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　このバッテリ収納部３２にはバッテリ５０ａが収納され（図１２参照のこと）、このバ
ッテリ５０ａの電力が携帯電話機１を駆動するのに用いられている。
　より本実施形態に即して換言すれば、警報用ひも部１６が引かれた場合に、このバッテ
リ５０ａの電力によって、警報用スピーカ１８が警報音を出力している。
　したがって、このバッテリカバー２０が除去されてバッテリ５０ａが携帯電話機１から
外されることは、警報音が止まることを意味することから、できるだけ避ける必要がある
。
【００２５】
　バッテリカバー２０を取り外すための構成として、バッテリカバー２０には係止部操作
用穴部２２が設けられている。
　また、この係止部操作用穴部２２の近傍には被係止部３４が設けられている（特に、図
７及び図８参照のこと）。
　そして、この被係止部３４と係合することによって、バッテリカバー２０を係止する係
止部２８が設けられている。
　この係止部２８は、摺動部２６とこの摺動部２６を保持する保持部２４から構成されて
いる。
　具体的には、後述するが、係止部２８の摺動部２６が右側面方向に移動（図２において
、紙面左方向に移動）することによって、係止部２８と被係止部３４との係合が解除され
ることによって、バッテリカバー２０が取り外し可能となる。
【００２６】
　アラームスイッチ３０は、上側面に設けられこれが引き出されることによって警告音が
なる。
【００２７】
　図３は、バッテリカバー２０の被係止部３４と係止部２８との係合状況の説明図である
。
【００２８】
　図３のように、バッテリカバー２０には被係止部３４が形成されている。
　また、リアケース６には、係止部２８の摺動部２６が形成されている。
　そして、摺動部２６の一部分である、係合部２６ｃと、被係止部３４とが係合すること
によって、バッテリカバー２０が、筐体２に固定される。
【００２９】
　図４は、バッテリカバー２０と筐体２との係合の説明図である。
【００３０】
　バッテリカバー２０と筐体２（リアケース６、インナーケース５）とは、２つの方法に
よって固定される。
　一つは、バッテリカバー２０に設けられた係合用張出部４０とリアケース６に設けられ
た係合用溝部４２による方法である。
　この係合用張出部４０を、係合用溝部４２に挿入することによってバッテリカバー２０
と筐体２とは固定される。
　もう一つは、バッテリカバー２０に設けられた被係止部３４と筐体２に設けられた係止
部２８による方法である。
　なお、係合用溝部４２は、バッテリ収納部３２の係止部２８の反対側位置に設けられて
いる。
　また、係合用溝部４２は２か所設けられている。
【００３１】
　係止部２８は、摺動部２６とこの摺動部２６を摺動可能に保持する保持部２４から構成
されている。
　また、摺動部２６は、突出部２６ａ、穴部２６ｂ、係合部２６ｃ、本体部２６ｄ及び脱
落防止部２６ｅ（図６参照のこと）から構成されている。
　本体部２６ｄは、断面がコ字形状を有している。
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　そして、摺動部２６は、本体部２６ｄの中央付近に設けられた２つの穴部２６ｂが形成
されている。
　この穴部２６ｂの間には、突出部２６ａが設けられている。
　さらに、本体部２６ｄの一側面には被係止部３４と係合する係合部２６ｃが設けられて
いる。
　摺動部２６がスライドすることによって係合部２６ｃも移動して、被係止部３４との係
合が解除される。
【００３２】
　係止部駆動用具３８は、筐体２からバッテリカバー２０を取り外すための取り外し具で
ある。
　この係止部駆動用具３８は、溝部３８ａと張出部３８ｂとを有する。なお、具体的な使
用方法は、図９のところで詳説する。
【００３３】
　図５は、係止部駆動用具３８の使用方法の説明図である。
【００３４】
　図５のように、係止部駆動用具３８をバッテリカバー２０に形成されている係止部操作
用穴部２２に挿入して左側面側に移動させることによって、係止部２８と被係止部３４と
の係合を解除することができる。
【００３５】
　図６は、係止部２８の各構成部品の説明図である。
【００３６】
　図６のように、筐体２は、リアケース６とインナーケース５とによって構成されている
。
　また、係止部２８は、摺動部２６と保持部２４とで構成されている。
　摺動部２６は、突出部２６ａ、穴部２６ｂ、係合部２６ｃ、本体部２６ｄに加えて脱落
防止部２６ｅから構成されている。
　脱落防止部２６ｅは、保持部２４のスライドレール２４ｅ上をスライド（摺動）してい
る。
　また、脱落防止部２６ｅは、組み立て時に脱落防止部用穴部２４ｃを通って、スライド
レール２４ｅ上に位置し、リアケース６とインナーケース５との間の空間に位置すること
になる。
　そして、リアケース６がインナーケース５に固定されると、脱落防止部用穴部２４ｃに
脱落防止部用突出部２４ｄが位置することになる。
　これによって、脱落防止部２６ｅは脱落防止部用穴部２４ｃを通過することができず、
摺動部２６が保持部２４から、摺動は可能であるが外れることが無くなる。
　また、係合部２６ｃはＬ字形状をした被係止部３４と、スライドによって係合及び非係
合状態となる。
【００３７】
　突出部２６ａは、係止部駆動用具３８が用いられる際に、係止部駆動用具３８の溝部３
８ａ内に位置する部分である。
　また、穴部２６ｂは、張出部３８ｂが挿入される部分である。
【００３８】
　保持部２４は、リアケース６に設けられる部分と、インナーケース５に設けられる部分
とによって構成される。
　リアケース６に設けられる部分は、アーム部２４ａ、突起部２４ｂ及び脱落防止部用穴
部２４ｃである。
　アーム部２４ａは、外力によって内部側に撓むことが可能である。
　また、このアーム部２４ａの先端側には、突起部２４ｂが設けられている。この突起部
２４ｂに外力が加わると、アーム部２４ａの弾性力（撓み）によって、突起部２４ｂが内
部に押し込まれることになる。
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　なお、この一対の突起部２４ｂの高さは同一の高さを有している。
　なお、外力はバッテリカバー２０の係止部操作用穴部２２を通じて、挿入される係止部
駆動用具３８の張出部３８ｂによって与えられる。
　このアーム部２４ａ及び突起部２４ｂは、筐体２の両側面から中心側に対面して張出し
て形成されている。
　また、脱落防止部用穴部２４ｃは、脱落防止部用突出部２４ｄ及び脱落防止部２６ｅと
対応して４つの穴から形成されている。
　そして、この４つの脱落防止部用穴部２４ｃを通じて、摺動部２６の脱落防止部２６ｅ
が挿入される。そして、リアケース６がインナーケース５に固定されると、脱落防止部用
穴部２４ｃに脱落防止部用突出部２４ｄ挿入される。
　これによって、リアケース６がインナーケース５に固定された後は、摺動部２６が保持
部２４から外れてしまうことがなくなっている。
【００３９】
　インナーケース５に設けられる部分は、脱落防止部用突出部２４ｄ及びスライドレール
２４ｅである。
　このうち、脱落防止部用突出部２４ｄはリアケース６がインナーケース５に固定される
と脱落防止部用穴部２４ｃに挿入されて、脱落防止部２６ｅが通過することを防いでいる
。
　スライドレール２４ｅは、摺動部２６の本体部２６ｄ及び脱落防止部２６ｅをスライド
させるレールの役割を有している。
【００４０】
　警報用スピーカ１８を収納するために、インナーケース５にはスピーカ収納部１８ｂを
有している。
　また、リアケース６にはスピーカ用穴部１８ａが設けられている。このスピーカ用穴部
１８ａを通して、警報用スピーカ１８の音が携帯電話機１の外部に出力される。
【００４１】
　図７は、係止部２８と被係止部３４の結合の状況の説明図である。
【００４２】
　図７のように、係止部操作用穴部２２の近傍、かつ、下側面方向の位置には被係止部３
４が形成されている。
　この被係止部３４にスライドによって係合する係合部２６ｃが摺動部２６に形成されて
いる。
　脱落防止部２６ｅは、４つ外部に張出すように形成されている。
　また、リアケース６には、アーム部２４ａが対面した状態で２つ設けられている。
　リアケース６はインナーケース５に固定される。
【００４３】
　図８は、図５のＶＩＩＩ―ＶＩＩＩにおける断面図である。
　また、図８は、係合部２６ｃと被係止部３４との結合の状況の説明図である。
【００４４】
　図８のように、Ｌ字形状をした被係止部３４に、係合部２６ｃが係合している。この係
合は、摺動部２６が摺動（スライド）することによって解除される。
　また、摺動部２６はスライドレール２４ｅ上を摺動する。
　摺動部２６の突出部２６ａは、バッテリカバー２０の係止部操作用穴部２２に挿入状態
となる。そして、突出部２６ａが係止部操作用穴部２２に挿入されていることによって、
摺動部２６はガイドされる。
【００４５】
　図９は、図５のＩＸ－ＩＸにおける断面図である。
　また、図９は、係止部駆動用具３８によって、摺動部２６が摺動してバッテリカバー２
０の固定が解除される様子の説明図である。
【００４６】
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　図９（ａ）のように、リアケース６に形成されたアーム部２４ａの先端位置に突起部２
４ｂが１対形成されている。
　そして、この２つの突起部２４ｂは摺動部２６の穴部２６ｂ内にそれぞれ挿入されてい
る。
　この突起部２４ｂは摺動部２６の穴部２６ｂに挿入されていることによって、突出部２
６ａ及び本体部２６ｄが左方向にスライドすることを妨げている。
　つまり、突起部２４ｂが穴部２６ｂに挿入される構造を有していることによって、摺動
部２６が左方向に移動することを防いでいる。
【００４７】
　図９（ｂ）は、係止部駆動用具３８による駆動方法の説明図である。
　図９（ｂ）のように、係止部操作用穴部２２に係止部駆動用具３８が挿入される。
　このように係止部駆動用具３８が挿入されることによって、係止部駆動用具３８の張出
部３８ｂが、保持部２４の突起部２４ｂを内部方向に押し下げる。
　なお、突起部２４ｂはアーム部２４ａの弾性作用によって押し下げ可能となっている。
　また、係止部駆動用具３８の溝部３８ａは突出部２６ａと当接する。
　この溝部３８ａが突出部２６ａと当接することによって、係止部駆動用具３８の張出部
３８ｂが必要以上に内部側に挿入されることを防いでいる。
　このように保持部２４の突起部２４ｂを内部方向に押し下げられると、それまで摺動部
２６を固定していた突起部２４ｂが穴部２６ｂとの係合状態から脱する。
　そうすると、摺動部２６は左に摺動が可能となる。
　この状態で、図９（ｃ）のように、係止部駆動用具３８を左方向に移動させると摺動部
２６も左方向に移動する。
　すると、摺動部２６の一部である係合部２６ｃも、被係止部３４との係合重体ではなく
なる（図７及び図８も参照のこと）。
　これによって、バッテリカバー２０は取り外し可能となる。
【００４８】
　以上のように構成したことによって、係止部駆動用具３８がないと、バッテリカバー２
０を取り外しが極めて困難となるという効果がある。
　一方で、係止部駆動用具３８を有するユーザは簡単な方法でバッテリカバー２０を取り
外すことが可能となる。
　そのことは、ユーザが携帯電話機１の警報用ひも部１６を引いて警報音をさせていた場
合に、第三者によってバッテリ５０ａが取り外されて警報音が鳴りやんでしまうというこ
とが無くなる。
【００４９】
＜第１の変形例＞
　より好適な実施形態について説明する。
　以上の実施形態では、突起部２４ｂの形状は上に凸であったが、これでは係止部駆動用
具３８を用いなくても鉛筆などの尖った器具によって、摺動部２６が移動させられてしま
う可能性がないわけではない。
　そして、摺動部２６が移動させられてしまうと、バッテリカバー２０が開けられてしま
い、バッテリ５０ａが取り外されてしまう恐れがある。
　そこで、尖った器具によって摺動部２６を移動させられない、より好適な構成を以下に
説明する。
【００５０】
　図１０は、第１の変形例の説明図である。
【００５１】
　図１０（ａ）のように、突起部２４ｂの外部側の先端部に、内部方向に凹んでいる凹部
２４ｆを形成する。
　なお、凹部２４ｆは、図１０（ａ）のように貫通した構造であるとより好適である。
　このように構成すると、係止部駆動用具３８を用いると当然に摺動部２６を駆動可能で
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ある。
【００５２】
　一方、このように構成すると、鉛筆などの尖った器具によって、突起部２４ｂを押し下
げようとすると、図１０（ｂ）のような状態となる。
　つまり、突起部２４ｂの凹部２４ｆに鉛筆などの尖った器具が入り込むことになる。
　そうすると、尖った器具が凹部２４ｆに入っているために、摺動部２６を動かすことが
できなくなる。
【００５３】
　以上のように構成したことによって、これでは係止部駆動用具３８を用いなくても鉛筆
などの尖った器具によって、摺動部２６が移動させられてしまう可能性をより低減するこ
とが可能である。
【００５４】
＜第２の変形例＞
　さらに好適な変形例を以下で説明する。
　図１１は、第２の変形例の構成図である。
【００５５】
　図１１のように、リアケース６にバッテリカバー開検出部４６及び係止部位置検出部４
８を設ける。
　バッテリカバー開検出部４６は、たとえばスイッチによって、バッテリカバー２０が除
去されたか否かを検出する。
　また、係止部位置検出部４８は、係止部２８の摺動部２６の位置がどの位置にあるかを
検出する。
　このバッテリカバー開検出部４６及び係止部位置検出部４８によって、正しく摺動部２
６の位置を移動させてから、バッテリカバー２０が除去されたのかを判別できる。
　つまり、ユーザであれば係止部駆動用具３８を有していることから、係止部駆動用具３
８を用いて摺動部２６を係合解除位置まで動かした後にバッテリカバー２０を除去するは
ずである。
　しかし、警報用スピーカ１８によって警報音が鳴っている場合に、摺動部２６を係合解
除位置まで動かすことなく、バッテリカバー２０を除去する第三者は、ユーザに極めて重
大な危険を及ぼすものであると考えられる。
　また、そのような第三者によって、バッテリカバー２０が除去されるということは、そ
の数秒後にはバッテリ５０ａが除去されて携帯電話機１の警報機能が停止される恐れがあ
る。
　その場合には、警報用スピーカ１８に定められている定格の音量や、バッテリ５０ａ消
費を考慮して通常供給されている電力量をも無視しても、可能な限り大音量を鳴らすこと
が好適である。
【００５６】
　係止部位置検出部４８の具体的な構造は、例えば、摺動部２６の一部を金属性の導体部
材から構成し、通電の有無によって検出することが考えられる。
【００５７】
　図１２は、第２の変形例の信号処理系を示すブロック図である。
【００５８】
　図１２に示されるように、携帯電話機１は、制御・処理の中枢である制御部５７と、電
源制御部５０と、通信部５１と、操作部５２と、音声入出力部５３と、表示部８と、記憶
部５６と、アラームスイッチ３０と、バッテリカバー開検出部４６と、係止部位置検出部
４８、警報部５９のそれぞれが、アドレス、データ、コントロールのためのラインが複数
本からなるシステムバス５８に共通に接続され、構成される。
【００５９】
　電源制御部５０は、携帯電話機１が携帯して使用されている場合には、携帯電話機１内
の、表示部８及び制御部５７等が実装される回路基板等への電力の供給を制御している。
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　また、充電時には充電回路を制御して、バッテリ５０ａへの充電開始及び停止、並びに
充電の速度等を制御している。
【００６０】
　通信部５１は、無線通信システムを捕捉し、通信ネットワークに接続される基地局との
間で無線通信を行い、各種データの送受信を行う。各種データとは、Ｗｅｂ上のダウンロ
ードサイトからダウンロードされるファイルのデータ、音声通話時の音声データ、メール
送受信時のメールデータ、ウェブ閲覧時のウェブページデータ、等である。
【００６１】
　操作部５２は、入力部１０及びその他の部分から入力されるユーザの指示を受け付ける
。
　入力部１０には、例えば、電源キー、通話キー、数字キー、文字キー、方向キー、決定
キー、発信キー、ファンクションキーなど、各種の機能が割り当てられたキーが配置され
ている。
　そして、これらのキーがユーザによって操作された場合に、その操作内容に対応する信
号を発生し、これをユーザの指示として制御部５７に出力する。
【００６２】
　音声入出力部５３は、スピーカ１２から出力される音声信号やマイクロフォン１４にお
いて入力される音声信号の入出力処理を行う。
　すなわち、音声入出力部５３は、マイクロフォン１４から入力された音声を増幅し、ア
ナログ／デジタル変換を行い、更に符号化等の信号処理を施し、デジタルの音声データに
変換して制御部５７に出力する。
　また、音声入出力部５３は、制御部５７から供給される音声データに復号化、デジタル
／アナログ変換、増幅等の信号処理を施し、アナログの音声信号に変換してスピーカ１２
に出力する。
【００６３】
　表示部８は、例えばＬＣＤやＯＬＥＤを用いて構成されており、制御部５７から供給さ
れる映像信号に応じた画像を表示する。
　表示部８は、例えば、通信部５１による無線発信時における発信先の電話番号、着信時
における発信元の電話番号、受信メールや送信メールの内容、日付、時刻、電池残量、発
信成否、待ち受け画面等を表示する。
【００６４】
　記憶部５６では、携帯電話機１の各種処理に利用される各種データを記憶する。記憶部
５６は、例えば制御部５７が実行するコンピュータのプログラム、通信相手の電話番号や
電子メールアドレス等の個人情報を管理するアドレス帳、着信音やアラーム音を再生する
ための音声ファイル、待ち受け画面用の画像ファイル、各種の設定データ、プログラムの
処理過程で利用される一時的なデータが記憶される。
【００６５】
　なお、記憶部５６は、例えば、不揮発性の記憶デバイス（不揮発性半導体メモリ、ハー
ドディスク装置、光ディスク装置など）やランダムアクセス可能な記憶デバイス（例えば
ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ）などによって構成される。
【００６６】
　バッテリカバー開検出部４６は、たとえばスイッチによって、バッテリカバー２０が除
去されたか否かを検出する。
【００６７】
　係止部位置検出部４８は、係止部２８の摺動部２６の位置がどの位置にあるかを検出す
る。
【００６８】
　アラームスイッチ３０は、アラームスイッチ３０が引き出されたか否かを検出する。
【００６９】
　警報部５９は、制御部５７の指令に応じて、警報用スピーカ１８に警報音を出力させる
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。
　通常は、警報用スピーカ１８に定められている定格音量及びバッテリ５０ａ消費を考慮
して供給されている電力量において、警報音を出力する。
【００７０】
　制御部５７は、携帯電話機１の全体的な動作を統括的に制御する。
　すなわち、制御部５７は、携帯電話機１の各種処理を制御する。
　さらに、制御部５７は、記憶部５６に格納されるプログラム（オペレーティングシステ
ム、アプリケーションプログラム等）に基づいて処理を実行するコンピュータ（マイクロ
プロセッサ）を備えており、このプログラムにおいて指示された手順に従って上述した処
理を実行する。
　すなわち、制御部５７は、記憶部５６に格納されるオペレーティングシステムやアプリ
ケーションプログラム等のプログラムから命令コードを順次受け取って処理を実行する。
【００７１】
　また、特に本変形例において、制御部５７は、このバッテリカバー開検出部４６及び係
止部位置検出部４８によって、正しく摺動部２６の位置を移動させてから、バッテリカバ
ー２０が除去されたのかを判断する。
　そして、すでに警報音が鳴っている場合に、正しく摺動部２６の位置を移動させずに、
バッテリカバー２０が除去されたのを検出したときには、制御部５７は、警報部５９に定
格の音量を超えてさらに大きな音量で警告音を出力する。
【００７２】
　図１３は、第２の変形例のフローチャートである。
【００７３】
　ステップＳＴ０１において、バッテリカバー２０が開かれたか（除去されたか）を判断
する。
　バッテリカバー２０が開かれていない場合には、ステップＳＴ０１の処理を再度行う。
　バッテリカバー２０が開かれている場合には、ステップＳＴ０２の処理に移行する。
【００７４】
　ステップＳＴ０２において、警報音が鳴っているのか判断する。
　警報音が鳴っている場合には、ステップＳＴ０３の処理に移行する。
　警報音が鳴っていない場合には、ステップＳＴ０１の処理に戻る。
【００７５】
　ステップＳＴ０３において、係止部２８の摺動部２６が係合解除位置に位置しているか
を判断する。
　係止部２８の摺動部２６が係合解除位置に位置している場合には、ステップＳＴ０１の
処理に戻る。
　係止部２８の摺動部２６が係合解除位置に位置している場合には、ステップＳＴ０４の
処理に移行する。
【００７６】
　ステップＳＴ０４において、最大音量によって警報音を出力する。
　なお、最大音量によって警報音を出力する以外に、他の携帯電話機１へ位置情報等を出
力してもよい。
【００７７】
　以上のように構成したことによって、正しい方法によらずバッテリカバー２０を取り外
してバッテリ５０ａが除去されそうになっていることを検出して、最大音量での警報音を
出力することができる。
　これによって、ユーザの安全性がより向上する。
【００７８】
＜第３の変形例＞
　前述した例では、１対形成された突起部２４ｂの外部側表面の形状は、両者とも凸形状
又は凹形状であった。
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　しかし、一方を凸形状とし他方を凹形状とすることも考えられる。
　このように構成したことによって、より特殊な係止部駆動用具３８を用いずして、バッ
テリカバー２０を開くことができなくなる。
【００７９】
＜第４の変形例＞
　図１４は、第４の変形例における、図５のＶＩＩＩ―ＶＩＩＩの断面図である。
　図１４のように、インナーケース５を設けず、インナーケース５に該当する部分をリア
ケース６と一体構造にしてもよい。
　なお、インナーケース５を設ける理由は、防水構造を設けることが容易になるからであ
る。
　このように、一体構造としたことによって、部品点数の削減という効果がある。
【００８０】
　以上の実施形態によれば、本発明の携帯電話機１は、スライド可能な係止部２８が形成
された筐体２と、筐体２の一面に開口して形成されたバッテリ収納部３２とを有している
。
　また、バッテリ収納部３２の開口した部分を覆い、係止部２８のスライドによって係止
部２８と係合状態又は非係合状態となる被係止部３４が形成されたバッテリカバー２０と
、を有している。
　そして、係止部２８は、筐体２に対してスライド可能で、かつ、被係止部３４と係合可
能な摺動部２６と、摺動部２６をスライド可能に保持する保持部２４と、を含んでいる。
　さらに、保持部２４は、摺動部２６との係合により摺動部２６のスライドを制限し、外
力によって摺動部２６との係合が解除されてスライドを許容する。
　このように構成したことによって、ユーザが携帯電話機１の警報用ひも部１６を引いて
警報音をさせていた場合に、第三者によってバッテリ５０ａが取り外されて警報音が鳴り
やんでしまうということが無くなる。
　さらに、このようにスライド可能としていることから、係止部２８及び被係止部３４の
構造か単純化されることによって、携帯電話機１のスペースを有効に使用することが可能
となる。
　そして、この携帯電話機１のスペースを有効に使用することが可能となることは、携帯
電話機１の小型化することを可能とする。
　一方で、係止部駆動用具３８を有するユーザは簡単な方法でバッテリカバー２０を取り
外すことが可能となる。
【００８１】
　係止部２８の突起部２４ｂは、外部側の表面に内部側に窪んだ凹部２４ｆが形成されて
いる。
　このように構成したことによって、係止部駆動用具３８を用いなくても鉛筆などの尖っ
た器具によって摺動部２６が移動させられてしまう可能性を、より低減することが可能で
ある。
【００８２】
　アラームスイッチ３０と、警報用スピーカ１８と、バッテリカバー２０の除去の有無を
検出するバッテリカバー開検出部４６と、係止部位置検出部４４とを有している。
　また、アラームスイッチ３０がオンされた場合に、警報用スピーカ１８に一定の警告音
を出力させる制御部５７と、を有している。
　そして、制御部５７は、アラームスイッチ３０がオンされた場合に、係止部位置検出部
４８によって検出される係止部２８の摺動部２６の位置が被係止部３４と係合状態で、か
つ、バッテリカバー開検出部４６によって検出される前記バッテリカバー２０の除去状態
、を検出したときに、前記警報用スピーカ１８に通常の警告音よりも大音量による警告音
を発生させる。
以上のように構成したことによって、正しい方法によらずバッテリカバー２０を取り外し
てバッテリ５０ａを除去されそうになっていることを検出して、最大音量での警報音を出
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　これによって、ユーザの安全性がより向上する。
【００８３】
　なお、以上の実施形態において、筐体２は本発明の筐体の一例である。つまり、筺体と
は、携帯電子機器を収容する容器に該当するものであればどのようなものであってもよい
。さらに、容器の一部、例えば、フロントケース４、インナーケース５及びリアケース６
であっても筺体に該当する。
　なお、筐体とはインナーケース５とリアケース６とが一体となったものをもいう。
【００８４】
　本発明は、以上の実施形態に限定されず、種々の態様で実施されてよい。
【００８５】
　携帯電子機器は、携帯電話機１に限定されない。例えば、携帯電子機器は、ノートパソ
コン、ＰＤＡ、ゲーム機、カメラであってもよい。また、携帯電子機器は、非折り畳み式
のものに限定されない。ケースが２つ折りに構成されたもの（２のケース）であってもよ
いし、スライド式に構成されたものであってもよい。
【符号の説明】
【００８６】
　１…携帯電話機、２…筐体、４…フロントケース、５…インナーケース、６…リアケー
ス、８…表示部、１０…入力部、１２…通話用スピーカ、１４…マイクロフォン、１６…
警報用ひも部、１８…警報用スピーカ、１８ａ…スピーカ用穴部、１８ｂ…スピーカ収納
部、２０…バッテリカバー（バッテリ蓋）、２２…係止部操作用穴部、２４…保持部、２
４ａ…アーム部、２４ｂ…突起部、２４ｃ…脱落防止部用穴部、２４ｄ…脱落防止部用突
出部、２４ｅ…スライドレール、２４ｆ…凹部、２６…摺動部、２６ａ…突出部、２６ｂ
…穴部、２６ｃ…係合部、２６ｄ…本体部、２６ｅ…脱落防止部、２８…係止部、３０…
アラームスイッチ、３２…バッテリ収容部、３４…被係止部、３８…係止部駆動用具、３
８ａ…溝部、３８ｂ…張出部、４０…係合用張出部、４２…係合用溝部、４６…バッテリ
カバー開検出部、４８…係止部位置検出部、５０…電源制御部、５０ａ…バッテリ、５１
…通信部、５２…操作部、５３…音声入出力部、５６…記憶部、５７…制御部、５８…シ
ステムバス、５９…警報部
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